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無線通信システムの使用について 

 

2014年 6月 30日付け「審 1406-K0095号‐テクニカルエリアの使用および負傷者発生時の対応に

ついて」において、「無線通信システムは、競技場内におけるチーム役員とテクニカルスタッフ間の

使用は認められる」との通達をしました。 

 

しかしながら、2016/2017 年競技規則の和訳において、無線通信システムの使用が認められない

のは「競技者間、または競技者とテクニカルスタッフとの間」のみではなく、「テクニカルスタッフ間」も

含むことが正しい解釈であることが確認されました。 

 

無線通信システムをテクニカルスタッフ間で使用している競技会におかれましては、既に通知いた

しました 2016/2017 年競技規則の適用開始日より本通達を適用して頂けるようご理解頂くとともに、

周知徹底を図られるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

第 4 条  競技者の用具  

 

4.その他の用具  

競技者（交代要員および交代して退いた競技者、退場を命じられた競技者を含

む）間、テクニカルスタッフ間、または競技者とテクニカルスタッフとの間のあらゆる

形式の電子通信システムの使用は、認められない。 

 

The use of any form of electric communication between players (including 

substitutes/substituted and sent off players) and/or technical staff is not 

permitted. 


